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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

山
梨
県
社
会
福
祉
村
と
総
称
す
る
件
（
昭
和
五
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

八
を
九
と
し
、
二
か
ら
七
ま
で
を
三
か
ら
八
ま
で
と
し
、
一
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
　
山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
寮

山
梨
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

甲
府
城
南
病
院

甲
府
市
上
町
七
百
五
十
三
番
地
の
一

二
　
認
定
期
間

平
成
十
八
年
六
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
九
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
在
　
　
　
　
地

山
梨
赤
十
字
病
院

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
六
千
六
百
六
十
三
番
地

の
一

二
　
認
定
期
間

平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
峡

北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
八
月
十
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
八
十
四
号
　
　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
五
九

山
梨
県
公
報
平
成
十
八
年

七
月
二
十
四
日

第
千
六
百
八
十
四
号

月　曜　日



山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
国

一
四
一
号

北
杜
市
高
根
町
大
字
長
沢
字
家
中
四

四
五
・
八
平
成
十
八
年

道

一
九
番
地
先
か
ら

八
月
一
日

北
杜
市
高
根
町
大
字
長
沢
字
家
中
四

二
三
番
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
峡

北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
八
月
十
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
国

一
四
一
号

北
杜
市
高
根
町
大
字
長
沢
字
神
久
保

一
・
四
平
成
十
八
年

道

四
五
九
番
一
地
先
か
ら

八
月
一
日

北
杜
市
高
根
町
大
字
長
沢
字
神
久
保

四
五
九
番
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
峡

北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
八
月
十
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

長
沢
小
淵
沢

北
杜
市
高
根
町
大
字
東
井
出
字
前
久

九
・
七
平
成
十
八
年

線

保
二
五
〇
番
地
先
か
ら

八
月
一
日

北
杜
市
高
根
町
大
字
東
井
出
字
前
久

保
二
五
〇
番
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
九
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
（
富
士
吉

田
支
所
を
除
く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
位
置

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
字
高
木
三
四
四
四
番
二
、
三
四
四
五
番
七

二
　
道
路
の
幅
員

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

八
六
・
五
五
メ
ー
ト
ル

四
　
自
動
車
転
回
広
場

一
一
〇
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
七
月
四
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ぴ
あ

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
田
中
美
津
江

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
甲
州
市
塩
山
上
於
曽
二
千
八
十
二
番
地
四
十
一

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
八
十
四
号
　
　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

五
六
〇



４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
（
児
）
者
に
対
し
て
、
療
育
及
び
地
域
生
活
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

障
害
（
児
）
者
の
自
立
と
社
会
参
加
を
図
り
、
住
民
と
障
害
（
児
）
者
が
共
に
学
び
共
に
育
ち
合

う
地
域
社
会
を
形
成
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
七
月
五
日
か
ら
同
年
九
月
四
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
七
月
六
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
子
育
て
支
援
な
の
は
な

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
渡
辺
正
志

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
徳
行
五
丁
目
十
二
番
十
二
号

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
育
て
中
の
親
と
そ
の
児
童
に
対
し
て
、
保
育
を
必
要
と
す
る
児
童
の
適
切
な

保
護
に
関
す
る
事
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
児
童
の
心
と
身
体
の
豊
か
な
発
達
を
支
援
す
る
事
、
安
心

の
場
や
情
報
の
発
信
を
行
う
こ
と
で
子
育
て
の
楽
し
さ
を
伝
え
、
様
々
な
不
安
解
消
の
手
助
け
と

な
る
事
業
を
行
い
、
子
育
て
を
行
い
な
が
ら
働
く
親
の
権
利
を
守
り
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形

成
と
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
に
寄
与
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
七
月
七
日
か
ら
同
年
九
月
六
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
七
月
七
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
富
士
五
湖
発
明
研
究
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
坂
本
英
明

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
富
士
吉
田
市
下
吉
田
五
百
六
十
番
地
の
二

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
県
民
に
対
し
て
開
か
れ
、
知
的
財
産
権
、
特
許
に
関
す
る
啓
蒙
普
及
活
動
、

企
業
へ
の
ア
イ
デ
ア
提
供
な
ど
の
協
働
事
業
、
研
究
会
、
講
習
会
な
ど
の
開
催
、
福
祉
交
流
等
の

地
域
社
会
活
動
を
通
じ
、
豊
か
な
社
会
の
創
造
に
寄
与
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
七
月
八
日
か
ら
同
年
九
月
七
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
七
月
十
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
昭
和
・
田
富
・
玉
穂
地
域
生
活
支
援
シ
ス
テ
ム
研
究
会
　
パ
ン

ジ
ー

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
角
間
裕
美

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
上
河
東
六
百
九
十
九
番
地
七

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
山
梨
県
に
住
む
障
害
児
（
者
）
に
対
し
て
、
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
の
中
で
明
る

く
楽
し
く
、
豊
か
な
安
定
し
た
暮
ら
し
が
出
来
る
よ
う
に
、
地
域
生
活
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行

う
。
ま
た
、
障
害
児
（
者
）
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
考
え
、
障
害
児
（
者
）
と
地
域
住
民
と
が
共

生
す
る
ま
ち
づ
く
り
と
地
域
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
全
体
の
利
益
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
八
年
七
月
十
一
日
か
ら
同
年
九
月
十
日
ま
で

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
八
十
四
号
　
　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

五
六
一



平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

笛
吹
市
石
和
町
河
内
字
宮
窪
四
九
二
の
一
、
四
九
二
の
二
、
四
九
二
の
三
、
四
九
二
の
四
、
四
九

二
の
五
、
四
九
二
の
六
、
四
九
二
の
七
、
四
九
二
の
八
、
四
九
二
の
九
、
四
九
二
の
一
〇
、
四
九
二

の
一
一
、
四
九
二
の
一
二
、
四
九
二
の
一
三
、
四
九
二
の
一
四
及
び
四
九
二
の
一
五

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

公
　
　
園

ゴ
ミ
置
き
場

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
東
建
設
事
務
所
及
び
笛
吹
市
役
所
　

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
宝
一
丁
目
十
九
番
二
十
五
号
　
有
限
会
社
司
土
地
　
代
表
取
締
役
　
中
澤
章

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
七
十
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
丸
　
　
茂
　
　
紀
　
　
彦

別
表
第
一
中

「
三
三

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
一
五
号

宝
交
番
北

平
七
・
一
・
三
〇

先
（
県
道
中
下
条
甲
府
線
と
市
道
朝

告
示

日
西
青
沼
線
と
の
交
差
点
）

第
四
号

」

を

「
三
三

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
九
番
一
五
号

宝
一
丁
目

平
成
一
八
年
七
月
二
四
日

先
（
県
道
中
下
条
甲
府
線
と
市
道
朝

告
示
第
七
〇
号

日
西
青
沼
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「
九
五

甲
府
市
寿
町
六
番
一
九
号
先
（
国
道

光
雲
寺
入
口

五
一
・
三
・
五

五
二
号
線
と
市
道
寿
国
母
線
と
の
交

差
点
）

」

を「
九
五

甲
府
市
寿
町
六
番
一
五
号
先
（
国
道

寿
交
番
前

平
成
一
八
年
七
月
二
四
日

五
二
号
と
市
道
寿
国
母
線
と
の
十
字

告
示
第
七
〇
号

路
交
差
点
）

」

に
、

「
一
六
二

甲
府
市
相
生
三
丁
目
六
番
三
〇
号
先

相
生
派
出
所
前
平
六
・
九
・
一
二

（
国
道
三
五
八
号
線
と
市
道
三
吉
朝

告
示

気
線
と
の
交
差
点
）

第
三
五
号

」

を「
一
六
二

甲
府
市
相
生
三
丁
目
六
番
三
〇
号
先

相
生
三
丁
目

平
成
一
八
年
七
月
二
四
日

（
国
道
三
五
八
号
と
市
道
三
吉
朝
気

告
示
第
七
〇
号

線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「
一
七
五

中
巨
摩
郡
田
富
町
臼
井
阿
原
五
七
一

町
民
体
育
館
入
五
八
・
五
・
二
〇

番
地
の
一
先
（
主
要
地
方
道
甲
府
市

口

告
示
　
第
三
一
号

川
大
門
線
と
町
道
と
の
交
わ
る
十
字

路
交
差
点
）

」

を「
一
七
五

中
央
市
臼
井
阿
原
五
七
一
番
地
の
一

田
富
北
小
入
口
平
成
一
八
年
七
月
二
四
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
八
十
四
号
　
　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

五
六
二



先
（
主
要
地
方
道
甲
府
市
川
三
郷
線

告
示
第
七
〇
号

と
市
道
と
の
交
わ
る
十
字
路
交
差
点

）

」

に
、

「
二
二
〇

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
一
町
畑
三
〇
四
番

玉
穂
町
福
祉
セ
六
三
・
一
一
・
一
〇

地
先
（
県
道
韮
崎
櫛
形
豊
富
線
と
町

ン
タ
ー
入
口

告
示
　
第
二
八
号

道
と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

を「
二
二
〇

中
央
市
一
町
畑
三
〇
四
番
地
先
（
県

玉
穂
福
祉
セ
ン
平
成
一
八
年
七
月
二
四
日

道
韮
崎
南
ア
ル
プ
ス
中
央
線
と
市
道

タ
ー
入
口

告
示
第
七
〇
号

と
の
十
字
路
交
差
点
）

」

に
、

「
二
六
五

東
八
代
郡
豊
富
村
木
原
一
、
一
一
八

豊
富
村
役
場
北
平
七
・
四
・
二
四

番
地
先
（
県
道
右
左
口
玉
穂
甲
府
線

告
示

と
村
道
と
の
変
則
交
差
点
）

第
二
〇
号

」

を「
二
六
五

中
央
市
木
原
一
、
一
一
八
番
地
先
（

豊
富
分
庁
舎
北
平
成
一
八
年
七
月
二
四
日

県
道
甲
府
中
央
右
左
口
線
と
市
道
と

告
示
第
七
〇
号

の
変
則
四
差
路
交
差
点
）

」

に
、

「
九
七

中
巨
摩
郡
八
田
村
野
牛
島
一
、
八
二

免
許
セ
ン
タ
ー
平
九
・
三
・
二
四

八
番
地
先
（
県
道
竜
王
芦
安
線
）

前

告
示

第
二
〇
号

」

を「
九
七

削
除

平
成
一
八
年
七
月
二
四
日

告
示
第
七
〇
号

」

に
、

「
一
〇

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町
八
一
三
番
地
先

小
淵
沢
役
場
前
五
〇
・
九
・
二
二

（
県
道
茅
野
小
淵
沢
韮
崎
線
と
町
道

と
の
交
差
点
）

」

を「
一
〇

北
杜
市
小
淵
沢
町
八
一
三
番
地
先
（

小
淵
沢
総
合
支
平
成
一
八
年
七
月
二
四
日

県
道
茅
野
北
杜
韮
崎
線
と
市
道
と
の

所
前

告
示
第
七
〇
号

五
差
路
交
差
点
）

」

に
、

「
六

西
八
代
郡
三
珠
町
上
野
二
、
八
三
六

上
九
一
色
入
口
四
九
・
四
・
三

番
地
先
（
県
道
甲
府
市
川
大
門
線
と

県
道
梯
三
珠
線
と
の
交
差
点
）

」

を「
六

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
二
、
八

芦
川
駅
入
口

平
成
一
八
年
七
月
二
四
日

三
六
番
地
先
（
県
道
甲
府
市
川
三
郷

告
示
第
七
〇
号

線
と
県
道
笛
吹
芦
川
市
川
三
郷
線
と

の
交
差
点
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
四
中

「
一
二
六

町
道
中

北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野

車
両
（

車
両
進
行

上
野
平
成
一
四
年
一

央
通
り

原
二
、
〇
〇
〇
番
地
先
か

原
付
、

南
か
ら
北

原

〇
月
一
〇
日

線

ら
北
都
留
郡
上
野
原
町
上

軽
車
両

へ
終
日

告
示
第
五
七
号

野
原
一
、
六
一
七
番
地
先

を
除
く

（
町
所
有
空
地
）
ま
で
（

。
）

一
五
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

を「
一
二
六

削
除

上
野
平
成
一
八
年
七

原

月
二
四
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
八
十
四
号
　
　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

五
六
三



告
示
第
七
〇
号

」

に
、

「
五
一
三

市
道

北
杜
市
小
淵
沢
町
上
笹
尾

車
両

車
両
進
行

長
坂
平
成
一
八
年
七

二
、
五
三
八
番
地
五
四
先

南
か
ら
北

月
一
〇
日

か
ら
北
杜
市
小
淵
沢
町
上

へ
終
日

告
示
第
六
四
号

笹
尾
二
、
五
三
八
番
地
六

三
先
（
自
動
車
修
理
作
業

場
）
ま
で
（
八
二
メ
ー
ト

ル
）

」

を「
五
一
三

市
道

北
杜
市
小
淵
沢
町
上
笹
尾

車
両

車
両
進
行

長
坂
平
成
一
八
年
七

二
、
五
三
八
番
地
五
四
先

南
か
ら
北

月
一
〇
日

か
ら
北
杜
市
小
淵
沢
町
上

へ
終
日

告
示
第
六
四
号

笹
尾
二
、
五
三
八
番
地
六

三
先
（
自
動
車
修
理
作
業

場
）
ま
で
（
八
二
メ
ー
ト

ル
）

五
一
四

町
道
役

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市

車
両

車
両
進
行

市
川
平
成
一
八
年
七

場
前
線

川
大
門
四
、
一
三
六
番
地

東
か
ら
西

月
二
四
日

先
か
ら
西
八
代
郡
市
川
三

、
西
か
ら

告
示
第
七
〇
号

郷
町
市
川
大
門
四
、
一
三

北
を
経
て

三
番
地
先
ま
で
（
三
六
〇

東
へ
終
日

メ
ー
ト
ル
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
五
中

「
二
二
七

広
域
農

北
杜
市
長
坂
町
塚
川
五

西
進
す

七
時
か

長
坂

平
成
一
八
年
六
月

道

八
一
番
地
の
一
先
（
渋

る
大
型

ら
一
九

二
二
日

沢
北
交
差
点
東
側
）

自
動
車

時
ま
で

告
示
第
六
〇
号

、
大
型

特
殊
自

動
車

」

を

「
二
二
七

広
域
農

北
杜
市
長
坂
町
塚
川
五

西
進
す

七
時
か

長
坂

平
成
一
八
年
六
月

道

八
一
番
地
の
一
先
（
渋

る
大
型

ら
一
九

二
二
日

沢
北
交
差
点
東
側
）

自
動
車

時
ま
で

告
示
第
六
〇
号

、
大
型

特
殊
自

動
車

二
二
八

国
道
二

上
野
原
市
上
野
原
一
、

西
進
す

終
日

上
野
原
平
成
一
八
年
七
月

〇
号

六
一
七
番
地
先
（
明
誠

る
大
型

二
四
日

高
等
学
校
入
口
交
差
点

自
動
車

告
示
第
七
〇
号

東
側
）

、
大
型

特
殊
自

動
車

」

に
改
め
る
。

別
表
第
六
中

「
四
九
五

国
道
五

南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
島

西
進
す

終
日

南
ア
ル
平
成
一
八
年
七
月

二
号
（

一
、
一
二
七
番
地
先
（

る
車
両

プ
ス

一
〇
日

甲
西
道

野
牛
島
北
交
差
点
）

告
示
第
六
四
号

路
）

」

を「
四
九
五

国
道
五

南
ア
ル
プ
ス
市
野
牛
島

西
進
す

終
日

南
ア
ル
平
成
一
八
年
七
月

二
号
（

一
、
一
二
七
番
地
先
（

る
車
両

プ
ス

一
〇
日

甲
西
道

野
牛
島
北
交
差
点
）

告
示
第
六
四
号

路
）

四
九
六

国
道
二

上
野
原
市
上
野
原
三
、

東
進
す

終
日

上
野
原
平
成
一
八
年
七
月

〇
号

二
三
八
番
地
先
（
明
誠

る
大
型

二
四
日

高
等
学
校
入
口
交
差
点

自
動
車

告
示
第
七
〇
号

西
側
）

、
大
型

特
殊
自

動
車

」

に
改
め
る
。

別
表
第
七
中

「

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
八
十
四
号
　
　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

五
六
四



九
一

町
道
九

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
三

東
進
す

終
日

南
甲
平
成
一
七
年
一
二
月

一
号
線

、
九
七
七
番
地
先
（
つ
り

る
車
両

府

一
日

具
の
加
賀
美
前
）

告
示
第
一
〇
五
号

」

を「
九
一

町
道
九

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
三

東
進
す

終
日

南
甲
平
成
一
七
年
一
二
月

一
号
線

、
九
七
七
番
地
先
（
つ
り

る
車
両

府

一
日

具
の
加
賀
美
前
）

告
示
第
一
〇
五
号

九
二

市
道

上
野
原
市
上
野
原
一
、
五

南
進
す

終
日

上
野
平
成
一
八
年
七
月
二

九
八
番
地
先
（
明
誠
高
等

る
大
型

原

四
日

学
校
入
口
交
差
点
北
側
）

自
動
車

告
示
第
七
〇
号

、
大
型

特
殊
自

動
車

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
中

「
三
九
七

県
　
道

中
巨
摩
郡
八
田
村
野
牛
島
一
、
八
二

一

小
笠
平
九
・
三
・
二
四

竜
王
芦

八
番
地
先
（
免
許
セ
ン
タ
ー
入
口
）

原

告
示

安
線

第
二
〇
号

」

を「
三
九
七

削
除

南
ア
平
成
一
八
年
七
月

ル
プ
二
四
日

ス

告
示
第
七
〇
号

」

に
、

「
四
、
七
〇
四

国
道
四

甲
府
市
国
玉
町
三
三
番
地
の
一
先
（

一

南
甲
平
成
一
四
年
五
月

一
一
号

山
梨
学
院
大
南
）
交
差
点

府

三
〇
日

告
示
第
二
八
号

」

を「
四
、
七
〇
四

国
道
四

甲
府
市
国
玉
町
三
三
番
地
の
一
先
（

四

南
甲
平
成
一
八
年
七
月

一
一
号

山
梨
学
院
大
南
十
字
路
交
差
点
）

府

二
四
日

（
城
東

告
示
第
七
〇
号

バ
イ
パ

ス
）

」

に
、

「
五
、
一
八
一

市
道
殿

大
月
市
賑
岡
町
強
瀬
一
、
二
一
四
番

一

大
月
平
成
一
八
年
七
月

上
下
和

地
先
（
中
央
自
動
車
道
陸
橋
下
十
字

一
〇
日

田
線

路
交
差
点
）

告
示
第
六
四
号

」

を「
五
、
一
八
一

市
道
殿

大
月
市
賑
岡
町
強
瀬
一
、
二
一
四
番

一

大
月
平
成
一
八
年
七
月

上
下
和

地
先
（
中
央
自
動
車
道
陸
橋
下
十
字

一
〇
日

田
線

路
交
差
点
）

告
示
第
六
四
号

五
、
一
八
二

国
道
四

甲
府
市
砂
田
町
五
番
六
号
先
（
国
道

二

甲
府
平
成
一
八
年
七
月

一
一
号

四
一
一
号
（
城
東
バ
イ
パ
ス
）
と
市

二
四
日

（
城
東

道
善
光
寺
蓬
沢
線
と
の
丁
字
路
交
差

告
示
第
七
〇
号

バ
イ
パ

点
）

ス
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
中

「
一
、
四

国
　
道

甲
府
市
和
戸
町
九
七

一
、
三
〇
〇

車
　
両

五
〇

甲
府
平
成
一
二

七
四

四
一
一

〇
番
地
の
一
先
（
山

（
原
付

南
甲
年
一
二
月

号
（
城

梨
中
央
銀
行
和
戸
支

・
け
ん

府

一
四
日

東
バ
イ

店
北
東
角
交
差
点
）

引
①
②

告
示
第
五

パ
ス
）

か
ら
甲
府
市
国
玉
町

③
を
除

一
号

三
一
番
地
の
四
先
（

く
。
）

北
側
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

」

を「
一
、
四

国
道
四

甲
府
市
砂
田
町
五
番

二
、
〇
七
〇

車
両
（

五
〇

甲
府
平
成
一
八

七
四

一
一
号

六
号
先
（
国
道
四
一

原
付
・

南
甲
年
七
月
二

（
城
東

一
号
（
城
東
バ
イ
パ

け
ん
引

府

四
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
八
十
四
号
　
　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

五
六
五



バ
イ
パ

ス
）
と
市
道
善
光
寺

①
②
③

告
示
第
七

ス
）

蓬
沢
線
と
の
丁
字
路

を
除
く

〇
号

交
差
点
）
か
ら
甲
府

。
）

市
和
戸
町
九
七
〇
番

地
の
一
先
（
山
梨
中

央
銀
行
和
戸
支
店
北

東
角
交
差
点
）
ま
で

の
両
側

」

に
、

「
一
、
六

市
道
櫛

南
ア
ル
プ
ス
市
落
合

八
八
〇

車
両
（

五
〇

南
ア
平
成
一
八

三
八

形
甲
西

八
八
五
番
地
先
（
落

原
付
・

ル
プ
年
七
月
一

増
穂
線

合
駐
在
所
西
交
差
点

け
ん
引

ス

〇
日

）
か
ら
南
ア
ル
プ
ス

①
②
③

告
示
第
六

市
落
合
四
四
四
番
地

を
除
く

四
号

一
先
ま
で
の
両
側

。
）

」

を「
一
、
六

市
道
櫛

南
ア
ル
プ
ス
市
落
合

八
八
〇

車
両
（

五
〇

南
ア
平
成
一
八

三
八

形
甲
西

八
八
五
番
地
先
（
落

原
付
・

ル
プ
年
七
月
一

増
穂
線

合
駐
在
所
西
交
差
点

け
ん
引

ス

〇
日

）
か
ら
南
ア
ル
プ
ス

①
②
③

告
示
第
六

市
落
合
四
四
四
番
地

を
除
く

四
号

一
先
ま
で
の
両
側

。
）

一
、
六

町
道
役

西
八
代
郡
市
川
三
郷

六
五
〇

車
両
（

五
〇

市
川
平
成
一
八

三
九

場
前
線

町
市
川
大
門
三
、
四

原
付
・

年
七
月
二

八
〇
番
地
先
（
新
田

け
ん
引

四
日

橋
東
詰
交
差
点
）
か

①
②
③

告
示
第
七

ら
西
八
代
郡
市
川
三

を
除
く

〇
号

郷
町
上
野
一
、
二
七

。
）

九
番
地
三
先
（
市
川

バ
イ
パ
ス
と
の
交
差

点
）
ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
六
中

「

一
一
、
〇
九
四

市
道

富
士
吉
田
市
下
吉
田
六
〇
一
番
地
先

富
士
吉
平
成
一
八
年
七
月

（
丁
字
路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

田

一
〇
日

告
示
第
六
四
号

」

を「
一
一
、
〇
九
四

市
道

富
士
吉
田
市
下
吉
田
六
〇
一
番
地
先

富
士
吉
平
成
一
八
年
七
月

（
丁
字
路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

田

一
〇
日

告
示
第
六
四
号

一
一
、
〇
九
五

国
道
四

甲
府
市
砂
田
町
五
番
六
号
先
（
国
道

甲
府

平
成
一
八
年
七
月

一
一
号

四
一
一
号
（
城
東
バ
イ
パ
ス
）
と
市

二
四
日

（
城
東

道
善
光
寺
蓬
沢
線
と
の
丁
字
路
交
差

告
示
第
七
〇
号

バ
イ
パ

点
・
西
進
車
両
）

ス
）

一
一
、
〇
九
六

県
道
茅

韮
崎
市
穴
山
町
六
、
二
三
八
番
地
先

韮
崎

平
成
一
八
年
七
月

野
北
杜

（
旧
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
・
西
進

二
四
日

韮
崎
線

車
両
）

告
示
第
七
〇
号

一
一
、
〇
九
七

県
道
四

上
野
原
市
秋
山
原
一
一
、
四
二
九
番

都
留

平
成
一
八
年
七
月

日
市
場

地
の
二
先
（
新
中
原
橋
西
側
十
字
路

二
四
日

上
野
原

交
差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
七
〇
号

線

一
一
、
〇
九
八

県
道
四

上
野
原
市
秋
山
原
一
一
、
四
二
九
番

都
留

平
成
一
八
年
七
月

日
市
場

地
の
二
先
（
新
中
原
橋
西
側
十
字
路

二
四
日

上
野
原

交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
七
〇
号

線

一
一
、
〇
九
九

県
道
四

上
野
原
市
秋
山
尾
崎
一
〇
、
八
九
八

都
留

平
成
一
八
年
七
月

日
市
場

番
地
の
一
先
（
新
尾
崎
橋
東
側
丁
字

二
四
日

上
野
原

路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
七
〇
号

線

一
一
、
一
〇
〇

市
道

南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
條
二
、
〇
〇
五

南
ア
ル
平
成
一
八
年
七
月

番
地
先
（
油
川
七
号
橋
西
詰
交
差
点

プ
ス

二
四
日

・
南
進
車
両
）

告
示
第
七
〇
号

一
一
、
一
〇
一

市
道

南
ア
ル
プ
ス
市
藤
田
一
、
八
五
九
番

南
ア
ル
平
成
一
八
年
七
月

地
先
（
油
川
七
号
橋
西
詰
交
差
点
・

プ
ス

二
四
日

北
進
車
両
）

告
示
第
七
〇
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
八
十
四
号
　
　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

五
六
六



一
一
、
一
〇
二

市
道

南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
條
二
、
〇
一
〇

南
ア
ル
平
成
一
八
年
七
月

番
地
一
先
（
油
川
七
号
橋
東
詰
交
差

プ
ス

二
四
日

点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
七
〇
号

一
一
、
一
〇
三

市
道

南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
條
一
、
九
一
五

南
ア
ル
平
成
一
八
年
七
月

番
地
四
先
（
油
川
七
号
橋
東
詰
交
差

プ
ス

二
四
日

点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
七
〇
号

一
一
、
一
〇
四

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
三

市
川

平
成
一
八
年
七
月

、
四
八
〇
番
地
先
（
新
田
橋
東
詰
交

二
四
日

差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
七
〇
号

一
一
、
一
〇
五

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
四

市
川

平
成
一
八
年
七
月

、
一
三
六
番
地
先
（
十
字
路
交
差
点

二
四
日

・
北
進
車
両
）

告
示
第
七
〇
号

一
一
、
一
〇
六

町
道

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
四

市
川

平
成
一
八
年
七
月

、
一
三
三
番
地
先
（
十
字
路
交
差
点

二
四
日

・
南
進
車
両
）

告
示
第
七
〇
号

一
一
、
一
〇
七

市
道

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
四
二
番
地

笛
吹

平
成
一
八
年
七
月

先
（
市
道
と
県
道
小
石
和
市
部
線
と

二
四
日

の
丁
字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
七
〇
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
七
中

「
一
、
二
二
四

国
　
道

甲
府
市
和
戸
町
九

一
、
三
〇
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
二

四
一
一

七
〇
番
地
の
一
先

南
甲
年
一
二
月

号
（
城

（
山
梨
中
央
銀
行

府

一
四
日

東
バ
イ

和
戸
支
店
北
東
角

告
示
第
五

パ
ス
）

交
差
点
）
か
ら

一
号

甲
府
市
国
玉
町
三

一
番
地
の
四
先
（

北
側
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

を「
一
、
二
二
四

国
道
四

甲
府
市
砂
田
町
五

二
、
〇
七
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
一
八

一
一
号

番
六
号
先
（
国
道

南
甲
年
七
月
二

（
城
東

四
一
一
号
（
城
東

府

四
日

バ
イ
パ

バ
イ
パ
ス
）
と
市

告
示
第
七

ス
）

道
善
光
寺
蓬
沢
線

〇
号

と
の
丁
字
路
交
差

点
）
か
ら
甲
府
市

和
戸
町
九
七
〇
番

地
の
一
先
（
山
梨

中
央
銀
行
和
戸
支

店
北
東
角
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
九
中

「
一
二
八

国
　
道

甲
府
市
和
戸
町
九
七
〇
番
地
の
一
先
（

甲
　
府
平
成
一
二
年
一
二
月
一

四
一
一

山
梨
中
央
銀
行
和
戸
支
店
北
東
角
交
差

南
甲
府
四
日

号
（
城

点
）
か
ら

告
示

東
バ
イ

甲
府
市
国
玉
町
三
一
番
地
の
四
先
（
北

第
五
一
号

パ
ス
）

側
交
差
点
）
ま
で
の
両
側
歩
道

（
一
、
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

を「
一
二
八

国
道
四

甲
府
市
砂
田
町
五
番
六
号
先
（
国
道
四

甲
府

平
成
一
八
年
七
月
二
四

一
一
号

一
一
号
（
城
東
バ
イ
パ
ス
）
と
市
道
善

南
甲
府
日

（
城
東

光
寺
蓬
沢
線
と
の
丁
字
路
交
差
点
）
か

告
示
第
七
〇
号

バ
イ
パ

ら
甲
府
市
和
戸
町
九
七
〇
番
地
の
一
先

ス
）

（
山
梨
中
央
銀
行
和
戸
支
店
北
東
角
交

差
点
）
ま
で
の
両
側
歩
道
（
二
、
〇
七

〇
メ
ー
ト
ル
）

」

に
、

「
一
七
六

国
道
五

南
ア
ル
プ
ス
市
宮
沢
一
七
三
番
地
先
（

南
ア
ル
平
成
一
七
年
一
〇
月
二

二
号
（

サ
ン
ス
タ
ー
技
研
㈱
北
東
角
交
差
点
）

プ
ス

〇
日

甲
西
道

か
ら
南
巨
摩
郡
増
穂
町
青
柳
町
一
一
九

鰍
沢

告
示
第
九
六
号

路
）

番
地
一
先
（
町
道
青
柳
横
通
り
線
と
の

丁
字
路
交
差
点
）
ま
で
の
両
側
歩
道
（

一
、
四
六
〇
メ
ー
ト
ル
）

」
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を「
一
七
六

国
道
五

南
ア
ル
プ
ス
市
宮
沢
一
七
三
番
地
先
（

南
ア
ル
平
成
一
七
年
一
〇
月
二

二
号
（

サ
ン
ス
タ
ー
技
研
㈱
北
東
角
交
差
点
）

プ
ス

〇
日

甲
西
道

か
ら
南
巨
摩
郡
増
穂
町
青
柳
町
一
一
九

鰍
沢

告
示
第
九
六
号

路
）

番
地
一
先
（
町
道
青
柳
横
通
り
線
と
の

丁
字
路
交
差
点
）
ま
で
の
両
側
歩
道
（

一
、
四
六
〇
メ
ー
ト
ル
）

一
七
七

町
道
役

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
三
、

市
川

平
成
一
八
年
七
月
二
四

場
前
線

四
八
〇
番
地
先
（
新
田
橋
東
詰
交
差
点

日

）
か
ら
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
一

告
示
第
七
〇
号

、
二
七
九
番
地
三
先
（
市
川
バ
イ
パ
ス

と
の
交
差
点
）
ま
で
の
両
側
歩
道
（
六

五
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
十
三
中

「
一
五
九

県
道
甲
府

甲
斐
市
西
八
幡
一
、
九
三
二
番
地
一
先

二
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日

南
ア
ル
プ

（
玉
幡
公
園
前
）

告
示
第
六
〇
号

ス
線

」

を「
一
五
九

県
道
甲
府

甲
斐
市
西
八
幡
一
、
九
三
二
番
地
一
先

二
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日

南
ア
ル
プ

（
玉
幡
公
園
前
）

告
示
第
六
〇
号

ス
線

一
六
〇

国
道
四
一

甲
府
市
国
玉
町
三
三
番
地
の
一
先
（
山

四
平
成
一
八
年
七
月
二
四
日

一
号
（
城

梨
学
院
大
南
交
差
点
）

告
示
第
七
〇
号

東
バ
イ
パ

ス
）

」

に
改
め
る
。

そ
　
の
　
他

'

総
合
評
価
落
札
方
式
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
総
合
評
価
落
札
方
式
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
」
と

い
う
。）
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ

で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

山
梨
県
立
中
央
病
院
管
理
局
長
　
　
中
　
　
川
　
　
　
　
　
洋

一
　
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
役
務
の
名
称
及
び
数
量

新
病
院
情
報
シ
ス
テ
ム
導
入
業
務
　
一
式

２
　
履
行
場
所

山
梨
県
立
中
央
病
院
（
山
梨
県
甲
府
市
富
士
見
一
丁
目
一
番
一
号
）
及
び
山
梨
県
立
中
央
病
院

管
理
局
長
が
指
定
す
る
場
所

３
　
役
務
の
内
容

新
病
院
情
報
シ
ス
テ
ム
の
導
入
、
運
用
試
験
及
び
職
員
に
対
す
る
研
修

な
お
、
詳
細
は
、
新
病
院
情
報
シ
ス
テ
ム
導
入
業
務
委
託
仕
様
書
及
び
新
病
院
情
報
シ
ス
テ
ム
　

導
入
業
務
委
託
技
術
提
案
書
作
成
要
領
等
（
以
下
「
仕
様
書
等
」
と
い
う
。）
に
よ
る
こ
と
。

４
　
履
行
期
間

契
約
締
結
日
の
翌
日
か
ら
平
成
二
十
年
度
内
（
契
約
終
了
日
は
、
受
託
者
の
提
案
に
よ
る
も
の

と
す
る
。）

二
　
参
加
資
格

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
が
共
同
企
業
体
（
以
下
「
Ｊ
Ｖ
」
と
い
う
。）
の
場
合
に
あ
っ
て

は
１
に
、
単
体
の
企
業
に
あ
っ
て
は
２
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。

１
　
Ｊ
Ｖ
の
場
合

（一）

次
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
こ
と
。

（ア）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

（イ）

平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る

者
に
必
要
な
資
格
等
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
百
九
十
四
号
）
の
一
に
定
め
る
競
争
入

札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

（ウ）

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て

又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
民
事
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

（エ）

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
を
提
出
し
た
時
か
ら
入
札
書
を
提
出
し

た
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置

要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

（オ）

Ｊ
Ｖ
の
代
表
構
成
員
は
、
出
資
比
率
が
最
大
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
。
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（カ）

Ｊ
Ｖ
の
代
表
構
成
員
は
、
実
質
的
な
営
業
年
数
（
一
定
の
業
務
を
継
続
的
に
営
ん
で
い
る

年
数
を
い
う
。）
が
五
年
以
上
（
営
業
譲
渡
を
受
け
た
企
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
譲
渡

元
の
企
業
の
実
質
的
な
営
業
年
数
を
通
算
す
る
。）
で
あ
る
こ
と
。

（キ）

新
病
院
情
報
シ
ス
テ
ム
導
入
業
務
委
託
共
同
企
業
体
協
定
書
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
。

（ク）

Ｊ
Ｖ
の
構
成
員
は
、
他
の
Ｊ
Ｖ
の
構
成
員
と
し
て
、
又
は
単
独
で
本
入
札
に
参
加
し
て
い

な
い
こ
と
。

（二）

Ｊ
Ｖ
の
構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

（ア）

電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
の
自
社
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（
日
本
語
版
）
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
。

（イ）

平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
、
日
本
国
内
に
お
い
て
、
六
百
床
以
上
の
一
般
病
床
を
有

す
る
病
院
に
つ
い
て
、
電
子
カ
ル
テ
を
核
と
し
た
病
院
情
報
シ
ス
テ
ム
の
開
発
業
務
を
履
行

（
履
行
中
を
含
む
。）
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

２
　
単
独
の
企
業
の
場
合

１
に
掲
げ
る
要
件
（
（一）
の
（オ）
及
び
（キ）
を
除
く
。）
を
満
た
す
こ
と
。

三
　
入
札
手
続
等

１
　
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
四
〇
〇
│
八
五
〇
六
　
山
梨
県
甲
府
市
富
士
見
一
丁
目
一
番
一
号
　
山
梨
県
立
中
央

病
院
管
理
局
経
営
企
画
課
企
画
担
当
　
電
話
〇
五
五
│
二
五
三
│
七
一
一
一
（
代
）
内
線
二
〇
四

一
２
　
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
等
の
交
付
期
間

入
札
説
明
会
の
開
催
日
（
平
成
十
八
年
七
月
二
十
八
日
（
金
））
か
ら
同
年
八
月
十
四
日
（
月
）

ま
で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日

（
以
下
「
県
の
休
日
」
と
い
う
。）
を
除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で
三
の
１
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

な
お
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
等
の
交
付
を
希
望
す
る
者
は
、
事
前
に
三
の
１
へ
連
絡
す
る

こ
と
。

３
　
入
札
説
明
会
の
開
催

（一）

日
時
及
び
場
所

平
成
十
八
年
七
月
二
十
八
日
（
金
）
午
前
十
時
三
十
分
　
山
梨
県
立
中
央
病
院
二
階
多
目
的

ホ
ー
ル

（二）

事
前
連
絡

入
札
説
明
会
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
事
前
に
三
の
１
へ
連
絡
す
る
こ
と
。
ま
た
、
入

札
説
明
会
へ
の
参
加
者
は
、
一
社
三
名
ま
で
と
す
る
。

４
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出
方
法

平
成
十
八
年
八
月
一
日
（
火
）
か
ら
同
年
八
月
十
七
日
（
木
）
ま
で
の
県
の
休
日
を
除
く
毎
日
、

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
三
の
１
の
場
所
に
持
参
す
る
こ

と
。

５
　
入
札
参
加
資
格
審
査
結
果
の
通
知

入
札
参
加
資
格
審
査
結
果
は
、
平
成
十
八
年
八
月
二
十
二
日
（
火
）
ま
で
に
書
面
に
よ
り
通
知

す
る
。

６
　
入
札
書
及
び
技
術
提
案
書
等
の
提
出
期
間
及
び
提
出
方
法

平
成
十
八
年
九
月
四
日
（
月
）
午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で
に
三
の
３
の
（一）
の
場
所
に
持
参

し
、
又
は
平
成
十
八
年
九
月
一
日
（
金
）
午
後
四
時
ま
で
に
三
の
１
あ
て
に
必
着
す
る
よ
う
郵
送

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
す
る
こ
と
。

７
　
開
札
の
日
時
及
び
場
所

開
札
は
、
平
成
十
八
年
九
月
四
日
（
月
）
午
後
二
時
に
三
の
３
の
（一）
の
場
所
で
行
う
。

８
　
入
札
方
法

（一）

落
札
決
定
は
、
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
を
も
っ
て
行
う
た
め
、
入
札
書
及
び
技
術
提
案
書
　

等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（二）

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る

課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百

五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

９
　
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
条
件
に
違

反
し
た
者
の
行
っ
た
入
札
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
に
違
反
し
、
価
格
又
は
そ
の
他
の
点
に
関
し
、
明
ら
か
に
公
正
な
競

争
を
不
当
に
阻
害
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
が
行
っ
た
入
札
そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十

九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

１０

落
札
者
の
決
定
方
法

（一）

次
に
掲
げ
る
各
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
入
札
者
の
う
ち
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
総

合
評
価
の
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
技
術
点
と
価
格
点
を
合
計
し
た
総
合
評
価
点
が
最
も
高
い

者
を
落
札
者
と
す
る
。

（ア）

入
札
価
格
が
、
予
定
価
格
に
百
五
分
の
百
を
乗
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。

（イ）

技
術
提
案
書
の
内
容
が
、
入
札
説
明
書
に
添
付
す
る
別
紙
技
術
提
案
書
評
価
表
で
指
定
す

る
項
目
を
全
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
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（二
）

総 合 評 価 点 の 最 も 高 い 者 が 二 者 以 上 あ る と き は 、 技 術 点 の 高 い 者 を 落 札 者 と す

る 。 な お 、 技 術 点 が 同 点 で あ る と き は 、 入 札 金 額 の 低 い も の を 落 札 者 と す る 。 更

に 、 入 札 金 額 も 同 額 の 場 合 は 、 く じ 引 き に よ り 落 札 者 を 決 定 す る こ と と し 、 入 札

執 行 事 務 に 関 係 の な い 職 員 が 入 札 者 の 代 わ り に く じ を 引 き 、 落 札 者 を 決 定 す る 。

四 　 そ の 他

１ 　 契 約 の 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨

２ 　 入 札 保 証 金

免 除

３ 　 契 約 保 証 金

契 約 を 締 結 し よ う と す る 者 は 、 入 札 説 明 書 で 定 め る 契 約 保 証 金 を 納 め な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 規 則 第 百 九 条 の 二 の 規 定 に 該 当 す る 者 は 、 こ れ を 免 除 す る 。

４ 　 契 約 書 作 成 の 要 否

要

５ 　 そ の 他

詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。

※ 　 Summary

1 Nature and quantity of the services to be required

Construction of one(1) electronic Medical records system for Yamanashi

Prefectural Central Hospital

2 Date and time of the explanatory meeting of tender details:

10:30AM 28 July 2006

3 Date and time for tender

2:00PM 4 September 2006

4 Bureau in charge

Manegement and Planning Section, Executive Bureau, Yamanashi Prefectural

Central Hospital 1-1 Fujimi 1-chome Kofu-shi Yamanashi-Ken 400-8506 Japan

TEL 055-253-7111 ext. 2041
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